
～ 歩き方のポイントを知り、ウォーキングを体験しよう！ ～
1プラス運動教室　参加者募集
ワン

気軽に♪

5月31日（金）13：30～15：15
（受付は13：00から）
津田公民館・津田の松原周辺
※雨天時は室内で行います。
四国学院大学社会学部
カルチュラル・マネジメント学科
片山 昭彦先生

日 時

場 所

講 師

：

：

：

無料
戸外での運動に適した服装・靴、水分補給用飲み物、
汗拭きタオル
20名程度（事前申込必要）
5月24日（金）

参 加 費
準 備 物

定 員
申込期限

：
：

：
：

ウォーキングのような有酸素運動は、
続けることで効果を実感できます！
新しい運動習慣を見つけませんか？ 【問・申】国保・健康課（健康係）

　☎（0879）26-9908

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

　肺がんは、がんによる死亡原因の上位に位置するがんです。検診を受けることでがんによる死亡リスクが減少し
ます。早期発見、治療で大切な命を守るために、毎年定期的に検診を受けましょう。

● 対象者は40歳以上の方。お申し込みの必要はありません。
● 3月送付の結核・肺がん検診質問票にご記入のうえ、お持ちください。
● 最近6か月以内に血痰があった方は検査できません。医療機関を受診してください。
● 転入された方で検診を希望される方はご連絡ください。

● 4月にお申込みをされている方を対象に、5～6月に実施します。
● 予約日をご確認のうえ、お忘れのないように受診してください。
● お申込みをされていない方で、受診希望のある方はお問合せください。
　ただし、定員がありますので、ご希望にそえない場合もあります。
※悪天候等の状況により、実施について変更となる場合があります。

【検査時の服装について】
○無地のＴシャツでお越しください。
○金具・プラスチック・湿布等は、撮影のさまたげになりますので、すべてはずしてください。 
○検診車には更衣室がありません。

元気なうちから　がん検診　～自分自身のために、家族のために～

５月の結核・肺がん検診日程表

胃がん検診・子宮頸がん検診のお知らせ

40～64歳の方　300円 65歳以上の方　無料 喀痰検査（希望者のみ）　700円自己負担金
※生活保護法により被保護世帯に属する方は無料

8日（水）

9日（木）

10日（金）

13日（月）

14日（火）

17日（金）

志度保健センター

志度保健センター

志度保健センター
生涯学習館
（志度公民館） 末分館
志度保健センター
志度保健センター
小田漁村センター
鴨部ふれあいプラザ
志度保健センター

8：30～11：00 
8：30～11：00 
13：00～14：30 
8：30～11：00 
13：00～14：00 
14：30～15：00 
8：30～11：00 
8：30～11：00 
13：00～13：40 
14：00～14：40 
8：30～11：00 

日 検 診 場 所 受付時間
23日（木）

26日（日）

28日（火）

30日（木）

31日（金）

寒川農村環境改善センター

寒川庁舎

大川農村環境改善センター
大国木集会場
中条会堂
神前体育館
大川農村環境改善センター
富田保育所
JA 旧松尾支店
長尾公民館

8：30～11：00 
8：30～11：00 
13：00～14：30 
8：30～11：00 
13：00～13：20 
13：50～14：10 
14：30～15：00 
8：30～11：00 
13：00～13：40 
14：00～14：30 
8：30～11：00 

日 検 診 場 所 受付時間

　次の事由に該当する75歳
以上の方は年度途中でも後
期高齢者医療制度に加入と
なります。

　年金天引きの対象となる方は自動的に年金天引きに変わります｡それまでは納付書払いまたは口座振替で保険料
を納付ください｡

年度途中の後期高齢者医療保険加入について

誕生日
転入により住所を定めた日
停止または廃止となった日
後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日

75歳になる方
転入

生活保護の停止または廃止
障害認定（※）

資 格 取 得 日事    由

※65歳から74歳で一定の障がいがある方に限り申請により加入

被保険者証(保険証)について
　75歳になられる方には誕生日までに保険証を送付します｡誕生日以降に使用してください｡その他､年度途
中加入者については資格取得日以降に保険証を送付します｡
　それまでご使用の保険証の扱いについては､証を交付している保険者にお問い合わせください｡

保険料について
　資格取得月の2か月後以降に保険料の決定通知書を送付します｡保険料額は資格取得月から年度末まで
の月割りで算定します｡次年度以降は毎年7月に通知します｡

保険料の納付について
国民健康保険税が年金天引きの方
　年金天引きは一旦停止されますので納付書払いまたは口座振替で納付ください｡口座振替には手続きが必
要となります｡
国民健康保険税を口座振替で納付されていた方
　改めて口座振替の手続きが必要となります｡

【令和5年度】
R6.  2月

【特別徴収（年金天引き）対象者】

【問】長寿介護課　☎（0879）26-9904

仮徴収
（4月・6月・8月）

　令和6年度介護保険料は本人および世帯員の令和6年度課税状況や前年所得等をもとに算定され
ますが､賦課期日(令和6年4月1日)現在において､令和6年度市民税額が決定していないため､令和
5年度の所得段階をもとに算定した保険料額を仮に年金天引きさせていただきます｡

本徴収
（10月・12月・2月）

　令和6年度介護保険料額から仮徴収額を引いた額を3回に分けて年金天引きさせていただきます｡
なお､令和6年度介護保険料額については､令和6年7月上旬にお知らせします｡

本徴収

【令和6年度】
R6.  4月
R6.  6月
R6.  8月
R6.10月
R6.12月
R7.  2月 

仮徴収
仮徴収
仮徴収
本徴収
本徴収
本徴収

（令和6年度介護保険料額-仮徴収額）/3
（令和6年度介護保険料額-仮徴収額）/3
（令和6年度介護保険料額-仮徴収額）/3

令和6年2月と同額 または令和5年度所
得段階をもとに算定された保険料額

・令和6年2月に特別徴収された方
・令和6年度から新たに特別徴収が
　開始される方
・令和5年度中に65歳になられた方
・令和5年度中に市内に転入された方  
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　  など

介護保険料の特別徴収（年金天引き）について

【問】香川県後期高齢者医療広域連合　☎（087）811-1866
さぬき市役所国保・健康課　☎（0879）26‐9907

子育て／健康
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高齢者／障害


